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稲生川土地改良区

用水の取水方法については以前より お願いし ており ますが、 一部の心

無い方の過剰な取水、 塞
せ

き止め、 かけ流し 等により 下流に用水が行き届

かず、 苦情が多く 寄せら れています。

こ れら の行為・ 状況を発見し た場合は、 地区管理委員・ 用水管理人を

はじ め、 役員・ 総代が留め板の撤去、 水口の調整を行います。

お互いに作業計画

を共有し 、 適正な取

水管理と かんがい用

水の有効利用をお願

いいたし ます。

今年は、 総代( ７ 月）・ 役員( ８ 月） の改選の年です！

mailto:info@inaoigawa.or.jp
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本日は、 令和７ 年度の通常総代会を開催いたし たく ご案内申し 上げま し たと こ ろ、 総代の皆

様におかれま し ては、 年度末のご多忙中にも かかわら ず、 ご出席いただき ま し て誠にあり がと う

ございま す。 日頃よ り 、 当改良区の業務運営並びに事業推進につき ま し ては、 皆様のご理解と ご

協力を賜り 、 衷心よ り 厚く お礼申し 上げま す。

ま た、 青森県上北農林水産事務所 竹谷次長様、 吉田総括主幹様には、 大変お忙し い中、 ご出

席いただき ま し て誠にあり がと う ございま す。

今年の冬は、 津軽地方で災害級の大雪と なり ま し たが、 当管内はそれほど の降雪と はなら ず、

今年のかんがい用水が心配さ れており ま す。 当区によ る 十和田湖定点の積雪調査によ り ま すと 、

１ 月時点では昨年同様多く の積雪が観測さ れま し たが、 ２ 月下旬以降の温暖化によ り 、 雪解けが

急速に進んでおり ま す。

昨年は全国各地で記録的な干ばつと なり 、 生活にも 支障を 来し ており ま し た。 当管内でも 節水

を 余儀なく さ れ、 今年も 既に水不足が心配さ れており 、 用水配分に十分留意する 必要があ り ま

す。 限り ある 水の有効利用に、 総代皆様のご協力と 組合員への周知のほどよ ろし く お願い申し 上

げま す。

さ て、 国では昨年、 食料・ 農業・ 農村基本計画が策定さ れ、 農業構造改革集中期間に、 土地改

良については約8000億円の別枠予算によ り 大区画ほ場や中山間の整備を 実施する こ と と し ていま

す。 昨年末に今年度補正予算が成立し 、 新年度当初予算も 衆議院を通過し ま し たが、 土地改良関

係は前年比400億円を 上回る 6942億円を 見込んでおり ま す。 こ れら の予算を 有効活用し 、 力強い

農業を 創り 上げていく こ と が必要であり 、 そのためにも 引き 続き 皆様のご理解と ご支援を賜り ま

すよ う お願い申し 上げま す。

一方、 懸念さ れる 農業者の高齢化や減少等が進む中、 適正な施設の維持管理に向け、 土地改良

区の運営基盤の強化を 図る ため、 新たに「 水土里ビ ジョ ン」 作成に向け、 国や県のご指導の下、

進めてま いり たいと 考えており ま す。

本日の提出案件は、 畑地化促進事業の報告、 本年度補正予算、 定款の一部変更及び役員選挙規

程と 総代選挙規程の一部改正、 規約の一部改正、 新年度用水計画、 土地寄付受納、 賦課金等含め

た新年度予算など、 合計８ 件でご ざ いま す。 全案件、 慎重審議いただき ま し て、 原案通り 御議

決、 御決定を賜り ま すよ う お願い申し 上げ、 開会にあたり ま し てのご挨拶と さ せて頂き ま す。 本

日は、 よ ろし く お願いいたし ま す。

総 代 会 あ い さ つ

令和８ 年３ 月23日

理事長 丸 井 裕

理事長挨拶 採択のよ う す
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稲生川土地改良区令和７ 年度通常総代会の開催に当たり 、 一言御挨拶を 申し 上げま す。

理事長の丸井様をはじ め、 役員及び総代の皆様には、 日頃から 上北地域の農業・ 農村整備事業

の推進に格別の御尽力をいただき 、 深く 感謝申し 上げま す。

さ て、 県では、 農林水産業が持続的に発展する 社会の実現を目指し た「 青森新時代『 農林水産

力』 強化パッ ケージ」 に基づき 、 農業農村整備分野では、 ス マート 農業にも 対応し た基盤整備を

はじ め、 農業・ 農村の防災・ 減災やイ ンフラ 機能の確保等に重点的に取り 組んでおり ま す。

当上北農林水産事務所では、 稲生川土地改良区の管理する 農業水利施設が適切に維持管理さ れ

る よ う 、 相坂川左岸地区基幹水利施設管理事業や上北地区基幹施設管理体制整備事業によ る 支援

を 継続し て参り ま す。

ま た、 改正土地改良法に位置づけら れた、 地域の生

産基盤の保全と 土地改良区の運営基盤の強化に向けて

関係者が協議し 、 将来的な地域の良好な営農環境の維

持・ 確立を 目指す「 水土里ビ ジョ ン」 の策定を 進めて

いる と こ ろです。 当所管内では、 来年度、 貴土地改良

区を はじ めと する 国営相坂川左岸エリ アの３ つの土地

改良区が、 共同でビ ジ ョ ン づく り に取り 組むこ と と

なっ ており 、 円滑に策定でき る よ う 、 積極的に支援し

て参り ま すので、 皆様の御理解と 御協力を 賜り ま すよ

う お願いし ま す。

結びに、 稲生川土地改良区の益々の御発展と 御参会

の皆様の御健勝を祈念申し 上げ、 挨拶と いたし ま す。

来 賓 あ い さ つ
令和８ 年３ 月23日

青森県上北農林水産事務所 所長 種 市 順 司

上北農林水産事務所 竹谷次長

（ 代読 同次長 竹 谷 文 孝）

令和８ 年３ 月23日、 サン ・ ロ イ ヤルと わだに於いて令和７ 年度通常総代会を開催し たと こ ろ 、 総代現員数63名中

57名の出席で午後３ 時30分に開会さ れ、 山田清徳総代（ 十和田市） を 議長に選任、 佐々木弘彦総代（ 六戸町） と 松

林政彦総代（ おいら せ町） の両名を 議事録記名人に選任し 、 下記の案件が慎重に審議さ れた結果、 提出さ れた全案

件が原案通り 可決承認さ れ、 午後４ 時12分に閉会と なり ま し た。

報告事項

報告第１ 号 令和７ 年度 畑地化促進事業

土地改良区決済金等支援の申請状況について

議決事項

議案第１ 号 令和７ 年度 収支補正予算について

議案第２ 号 定款の一部変更及び定款付属書役員選挙規程と

総代選挙規程の一部改正について

議案第３ 号 規約の一部改正について

議案第４ 号 令和８ 年度 賦課金の賦課徴収及び決済金について

議案第５ 号 令和８ 年 用水取水及び配水計画について

議案第６ 号 土地寄付受納（ 東二十一番町） について

議案第７ 号 令和８ 年度 収支予算について

                                                   

                                                   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和７ 年度 通 常 総 代 会

上 程 議 案

議長 山田清徳総代
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令和８ 年度 収支予算書総括表

科 目 一般会計 発電事業特別会計 内部取引消去 合 計

土地改良事業収入 212, 039, 000 212, 039, 000

発電事業収入 30, 000, 000 30, 000, 000

附帯事業収入 500, 000 500, 000

基本財産運用収入 1, 600, 000 1, 600, 000

特定資産運用収入 2, 300, 000 259, 000 2, 559, 000

補助金等収入 15, 200, 000 15, 200, 000

交付金収入 12, 935, 000 12, 935, 000

寄付金収入 0 0

雑 収 入 1, 737, 000 2, 000 1, 739, 000

業務受託料収入 6, 810, 000 6, 810, 000

借入金収入 0 0

固定資産売却収入 0 0

他会計繰入金 12, 000, 000 948, 000 △ 12, 948, 000 0

積立資産取崩収入 65, 579, 000 0 65, 579, 000

繰越金 109, 800, 000 0 109, 800, 000

収 入 計 440, 500, 000 31, 209, 000 △ 12, 948, 000 458, 761, 000

土地改良事業費支出 218, 996, 000 218, 996, 000

発電事業費 3, 850, 000 3, 850, 000

一般管理費支出 150, 117, 000 1, 000, 000 151, 117, 000

土地改良事業負担金支出 14, 000, 000 14, 000, 000

借入金返済支出 200, 000 200, 000

固定資産取得支出 2, 500, 000 200, 000 2, 700, 000

国庫納付金支出 0 0

他会計繰出額 948, 000 12, 000, 000 △ 12, 948, 000 0

積立資産積立支出 36, 300, 000 14, 159, 000 50, 459, 000

予備費 17, 439, 000 17, 439, 000

支 出 計 440, 500, 000 31, 209, 000 △ 12, 948, 000 458, 761, 000

単位： 円
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令和８ 年度賦課金・ 決済金について

10ａ 当り

区 域 名 地 域 名
経 常
賦 課 金

地区賦課金 合 計
賦 課 金

前年度比
増・ △減

決 済 金

区域別 地域別 共 通 地 区 合計決済金

１ 稲 生 川 区 域

全 域 の 田
( 下記区域を 除く )

3, 500 1, 000 4, 500 200 32, 700 25, 500 58, 200

牛 泊 区 域 1, 750 500 2, 250 100 16, 350 12, 750 29, 100

段 ノ 台 区 域 700 200 900 40 6, 540 5, 100 11, 640

豊ヶ 岡揚水機区域 3, 500 1, 000 1, 900 6, 400 500 32, 700 81, 100 113, 800

里ノ 沢揚水機区域 3, 500 1, 000 1, 900 6, 400 500 32, 700 81, 100 113, 800

有 信 山 区 域 875 300 1, 175 0 8, 175 15, 300 23, 475

２ 深 持 用 水 区 域 全 域 の 田 3, 500 1, 000 4, 500 0 32, 700 12, 500 45, 200

３ 中 掫 区 域 全 域 の 田 3, 500 1, 500 5, 000 0 32, 700 29, 600 62, 300

４ 切 田 用 水 区 域 全 域 の 田 3, 500 1, 100 4, 600 0 32, 700 34, 500 67, 200

５ 元 村 用 水 区 域 全 域 の 田 3, 500 1, 200 4, 700 0 32, 700 31, 400 64, 100

６ 立 崎 区 域 全 域 の 田 3, 500 1, 300 4, 800 0 32, 700 34, 300 67, 000

７ 一本木沢揚水機区域 全 域 の 田 3, 500 3, 200 6, 700 0 32, 700 144, 600 177, 300

８ 沖 山 用 水 区 域

全 域 の 田
( 下記区域を 除く )

3, 500 1, 800 5, 300 0 32, 700 31, 100 63, 800

豊ヶ 岡揚水機区域 3, 500 1, 800 1, 300 6, 600 300 32, 700 86, 700 119, 400

９ 古 里 区 域 全 域 の 田 3, 500 1, 900 5, 400 0 32, 700 40, 100 72, 800

10 七 百 区 域

全 域 の 田
( 下記区域を 除く )

3, 500 2, 000 5, 500 500 32, 700 68, 900 101, 600

七百揚水機区域 3, 500 2, 000 1, 600 7, 100 800 32, 700 124, 500 157, 200

11 東部三本木原区域 全 域 の 田 3, 500 1, 200 4, 700 300 32, 700 31, 600 64, 300

12 深 南 区 域 全 域 の 田 3, 500 1, 000 4, 500 0 32, 700 38, 300 71, 000

13 上 北 中 部 区 域 全 域 の 田 3, 500 2, 500 6, 000 0 32, 700 54, 700 87, 400

納 入 期 限 令和８ 年７ 月31日 ※自動口座引落日 令和８ 年７ 月10日
納入通知書発行日から 30日以
内と する 。

通 知 書 発 行 日 令和８ 年６ 月１ 日 申請処理決裁後

賦 課 基 準 地 積
令和８ 年４ 月１ 日現在の土地原簿記載面積によ り 賦課する 。
ただし 、 加入地については、 加入日現在の土地原簿記載によ る 。

賦課地積と 同じ

徴 収 の 方 法 稲生川土地改良区理事長の発行する 賦課金通知書によ る 。 決済金納入通知書によ る 。

用途変更によ る 畑については、 当該土地に属する 区域の賦課金と する 。
ただし 、 経常賦課金は 1/4 賦課金と する 。
賦課金通知書発行日前に農地転用等の申請があっ た場合の賦課金発行については、 理
事長に一任する 。
夫役現品の金銭換算、 徴収の時期及び方法については、 理事長に一任する 。

用途変更によ る 畑、 用途畑の
地区除外は、 当該土地に属す
る 区域の決済金と する 。
た だし 、 共通決済金は1/4決
済金と する 。
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令和８ 年度執行 任期満了に伴う 総代・ 役員選挙のお知ら せ

【 総代選挙】
現総代の任期は令和８ 年８ 月17日で満了と なり ま す。 選挙は土地改良法並びに稲生川土地改良区総代選挙

規程に基づき 組合員の投票によ り 下記日程で行われる 予定と なっ ていま す。

１ 選 挙 の 期 日 令和８ 年７ 月下旬予定
２ 立候補の届出 令和８ 年７ 月下旬予定
３ 選挙する 選挙区及び総代定数

４ 名 簿 確 定 日 令和８ 年６ 月30日
６ 月30日現在の組合員で選挙人名簿に記載さ れている 人が投票する こ と ができ ま す。 ただし 、 選挙

人名簿に記載さ れていても 、 投票日当日ま でに組合員の資格を失っ ている 方は投票でき ま せん。

【 役員選挙】
現役員の任期は令和８ 年９ 月４ 日で満了と なり ま す。 選挙は土地改良法並びに稲生川土地改良区役員選挙

規程に基づき 総代の投票によ り 下記日程で行われる 予定と なっ ていま す。

１ 選 挙 の 期 日 令和８ 年８ 月下旬予定 令和８ 年度臨時総代会
２ 立候補の届出（ 員内理事及び監事） 令和８ 年８ 月中旬予定
３ 推 薦 の 届 出（ 員外理事） 同上
４ 選挙する 被選挙区及び役員定数

※当区では平成21年度の総代会において役員と 総代は兼任し ないこ と を 申し 合わせ事項と し て議決し ています。

※選挙人名簿の作成に影響する ので、 組合員資格に変更がある 場合（ 売買・ 相続等） は、 速やかに当区へ届出願い
ます。 詳細については当区までお問い合わせく ださ い。

選 挙 区 選 挙 区 域 総代定数

第 １ 区 稲生川区域 １ ２ 人

第 ２ 区 深持用水区域 ６ 人

第 ３ 区 中掫区域 １ 人

第 ４ 区 切田用水区域 ４ 人

第 ５ 区 元村用水区域 ５ 人

第 ６ 区 立崎区域 ３ 人

第 ７ 区 一本木沢揚水機区域 ４ 人

第 ８ 区 沖山用水区域 ５ 人

第 ９ 区 古里区域 １ 人

第 10 区 七百区域 ４ 人

第 11 区 東部三本木原区域 ９ 人

第 12 区 深南区域 ３ 人

第 13 区 上北中部区域 ６ 人

計 １ ３ 区域 ６ ３ 人

員内・ 員外
の区分

被選挙区 被選挙区域
定 数

理 事 監 事

員 内

第１ 被選挙区 稲生川区域 ３ 人

全区域
３ 人

第２ 被選挙区 深持用水区域 １ 人

第３ 被選挙区 中掫区域 １ 人

第４ 被選挙区 切田用水区域 １ 人

第５ 被選挙区 元村用水区域 １ 人

第６ 被選挙区 立崎区域 １ 人

第７ 被選挙区 一本木沢揚水機区域 １ 人

第８ 被選挙区 沖山用水区域 １ 人

第９ 被選挙区 古里区域 １ 人

第10被選挙区 七百区域 １ 人

第11被選挙区 東部三本木原区域 １ 人

第12被選挙区 深南区域 １ 人

第13被選挙区 上北中部区域 １ 人

員 外 ２ 人

計 １ ７ 人 ３ 人
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令和８ 年度賦課金の納入期限は７ 月31日です

賦課金は土地改良区組織運営上また事業遂行上必要な経費ですので、 納入期限内に納入下

さ る よ う お願いいたし ます。 口座振替を お申し 込みの方は、 引落日ま でに通帳残高の確認を

お願いいたし ます。

口座振替の引落日は７ 月10日です｡

※令和８ 年度賦課金通知書は令和８ 年６ 月１ 日に郵送にて発送いたし ま すが、 通知書が届か

ない場合は当区総務課までご連絡く ださ い。

( 納税組合に加入し ている場合は、 代表者宛にまと めて送付いたし ます。)

◎納入場所： 稲生川土地改良区

※賦課金通知書に口座番号が記載さ れている金融機関については振込による納入が可能です。

※領収書については、 口座振替後の通帳の記帳および振込控えを も っ て代えさ せていただきます。

領収書の発行を希望さ れる方へは個別に対応し ますので、 改良区まで申し 出く ださ い。

賦課金の納入方法の確認や変更があり まし たら 当区総務課までお問い合わせく ださ い。

口座振替にすると

◎金融機関へ行く 手間が省け、 納入忘れがあり ません。 ただし 、 引落日前に残高を ご確認く ださ い。

◎振込手数料がかかり ません。

こ れから 口座振替を 申し 込む場合は、 令和９ 年度から の振替になり ます。

引落し に使う 通帳と 届出印を ご持参になり 、 改良区窓口までおいでく ださ い。

口座振替取扱可能金融機関

JA 十和田おいら せ、 JA おいら せ、 青森みちのく 銀行、 青い森信用金庫、 青森県信用組合、 ゆう ちょ 銀行

賦課金の自動口座振替をご検討く ださ い

納入期限後の賦課金には、 延滞利息や督促手数料が加算さ れます。

賦課金を 金融機関から 納入さ れる 方の中に、 こ れら 加算分の金額不足で 振り 込ま れる 方がい

ら っ し ゃ います。 納入期限後に振込さ れる場合は、 かなら ず改良区に金額を 確認を お願いいたし

ます。 不足の場合は、 不足分を 再度振込いただく こ と になり ますので、 ご注意く ださ い。 延滞利

息等が加算さ れる前の期限内納入を お願いいたし ます。

振込の確認は 経理係（ 0176-23-5066） まで

納入期限後の振込の際はご注意く ださ い！
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稲生川ウ ォ ーク は、 十和田市発展の礎と なった稲生川の上水と 三本木原台地の開拓

の祖 新渡戸傳ら の功績と 歴史を 後世に伝え る た め、 平成13年から 開催し て いる

ウ ォ ーキング イ ベント です。 満開の桜を楽し みながら 先人たちの手で拓かれた稲生川沿

いをウォーキングし てみま せんか。

令和８ 年 幹線草刈り は７ 月５ 日です
今年の幹線草刈り は７ 月５ 日（ 日曜日） に行います。

７ 月４ 日（ 土曜日） ～６ 日（ 月曜日） まで幹線草刈り のため断水と なり ます。

開催日時・ 場所

令和８ 年４ 月１ ９ 日（ 日） 雨天決行

受付時間： 午前７ 時３ ０ 分～午前８ 時３ ０ 分

受付場所： 中央駐車場本部テント （ 十和田市役所南側）

ウ ォ ーキングコ ース ① 20 ㎞ ② 14 ㎞ ③ 5 ㎞

参 加 費 １ 人 1,000円 ※当日、 受付にて徴収し ま す。 小学生以下は無料です。

申込期間 令和８ 年３ 月１ ６ 日( 月) ～４ 月１ ２ 日( 日）

お申込み・ お問合せ先 十和田商工会議所 TEL 24－1111 FAX 24－1563

十和田奥入瀬観光機構 TEL 24－3006 FAX 24－3007

当区から 地区除外さ れた農地については、 地権者自ら 地区除外後も 隣接の用排水路、 農道等土地

改良施設の草刈り 、 浚渫等の維持管理を 継続し て行う こ と を 申請の際に確約いただいており ます。

昨年度は特に畑地化支援事業等で地区除外さ れた農地も 多く あり ますので、 管理の徹底を お願い

致し ます。

農地の保全管理について

稲生川ウォ ーク 2 0 2 6 が開催さ れます

賦課金の滞納は土地改良区の運営に大き な影響を 与え、 費用負担公平の原則が維持でき なく なり

ます。

納入期限を 過ぎる と 、 本来納める べき 賦課額のほかに年14. 6％の割合で延滞利息がかかり ます。

また、 督促手数料も 加算さ れますので、 早期の納入にご協力く ださ い。

滞納者の方については相談の機会を 設けており 、 その結果、 分割納入によ り 、 確実に滞納額を 減

ら し ている方がいる一方で、 何も 相談がないまま累積滞納額が増えていく 方も 多く おら れます。

当土地改良区では少し でも 滞納の解消になる よう 提言を し たいので、 ご相談いただく こ と を お願

い致し ます。

たび重な る 催告にも かかわら ず、 納入いただけない方に対し ては、 やむを 得ず、 財産の差押え、

さ ら にその財産を 公売するなどの滞納処分を 行う こ と になり ます。【 土地改良法第39条】

滞納賦課金の対応について
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全国水土里ネッ ト 主催によ り 、 全国の小学生以下の子ども たちから 約2, 700点（ う ち本県46点）

の応募があり ま し た。 本県から は、 水土里ネッ ト 賞４ 作品、 入選１ 作品、 佳作３ 作品が選ばれま

し た。

こ の絵画展は田んぼ・ ため池・ 農業用水路など の風景や、 大切な水路を守っ ている 人たち、 農

業に関する 古く から 伝わる 祭り や風習、 郷土料理、 様々な農作業風景などを テーマに小学生以下

の方なら どなたでも 応募でき ま す。 例年６ 月に実施要領が発表さ れ、 締め切り は９ 月です。 みな

さ んも 夏休みの自由課題と し て是非ご応募く ださ い。

「 未来へつなごう ！ふる さ と の水土里子ども 絵画展2025」 受賞作品

水土里ネッ ト 賞

水土里ネッ ト 稲生川理事長賞

「 雲井の瀧」

苫
と ま

米
べ

地
ち

航
そら

翔
と

十和田市立藤坂小学校４ 年

こ のたび、 十和田工業高校前付近の三本木幹線沿いフ ェ ン ス

に、 三本木農業恵拓高校の生徒さ ん達によ り 、 手作り の注意喚

起看板を 製作し ていただき 設置いたし ま し た。 こ れから かんが

い期になる と 水量がど んど ん増え ます。 水の事故になら な いよ

う ご注意く ださ い！

注意喚起の看板を製作し ていただき まし た

令和６ 年よ り 、 農地を 含む不動産の相続し たこ と を 知っ

た日から ３ 年以内に相続登記申請する こ と を 義務付けら れ

て いま す。 相続登記を し な かっ た場合、 10万円以下の過料

が課せら れる 可能性があり ま すので、 ご注意く ださ い。

相続登記に関する 詳細について は、 お近く の法務局ま た

は専門家（ 弁護士、 司法書士、 土地家屋調査士） にご 相談

下さ い。

ま た、 併せて組合員の名義変更等手続き が必要になる 場

合も あり ま すので、 当区へお問い合わせ下さ い。

不動産相続登記の義務化

佳作

｢大き い じ ゃがいも 見つけた！｣

北
きた

村
むら

一
かず

翔
と

十和田市立ちと せ小学校２ 年
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公共機関（ 市町・ 法務局等） で所有権移転等の手続き を 行っ たら 必ず土地改良区にも 届出を お願いし ま す。

届出がなければ土地原簿の変更ができ ず、 従来の組合員へ賦課さ れてし まいますので、 ご注意く ださ い。

届 出 の 種 類 申 請 の 名 称 注 意 点

農地の移動があっ たと き
( 売買・ 交換・ 贈与・ 貸借契約及びその解除)
組合員の名義を変更する と き
組合員の住所が変わっ たと き

組合員資格得喪通知書
組合員名は改良区から の郵便物の
宛名で確認でき ま すので、 変更が
ないか、 いま 一度ご 確認く ださ い。

農地を転用する と き
公共事業で買収があっ たと き

農地転用等の通知書
地区除外申請書
農地転用確約書

公共事業によ る 買収の際は申請及
び決済金について 事業主体と 十分
協議のう え手続き を お願いし ま す。

土地改良施設用地を 出入口等に使
用し たいと き
雨水や合併浄化槽処理水を 水路に
放流し たいと き

他目的使用申請書
合併浄化槽処理排水の放流許可後、
下水道へ切り 替え た 場合にも 届出
が必要になり ま す。

賦課は毎年４ 月１ 日現在における土地原簿に記載し てある 土地の賦課地積を 対象に行われますので、 権利移動

等があり まし たら 速やかに届出く ださ い。 また、 不明な点がございまし たら 土地原簿の閲覧ができ ますのでご来

所く ださ い。

農地転用する 場合は、 土地改良法の規定により 決済金の納付が義務付けら れていますので、 意見書を 受け取る

際に納付し ていただき ます。 なお、 その場合、 申請年度の翌年度より 除外と なり ますので、 当該年度の賦課金は

そのまま賦課さ れます。

滞納さ れている 土地を 取得する と 、 土地改良法第43条( 権利義務の継承及び決済) によ り 新し い権利者( 買っ た

人) に支払いが義務付けら れています。 必ず売買すると き は、「 滞納」 があるかどう か改良区へ問い合わせく ださ

るよ う お願いし ます。 また、 競売の場合も 同様の扱いと なり ますのでご注意く ださ い。

組組組組合合合合員員員員のののの皆皆皆皆様様様様へへへへののののおおおお願願願願いいいいににににつつつついいいいてててて組合員の皆様へのお願いについて組合員の皆様へのお願いについて

                                                       

                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 日 午前８ 時30分から 午後５ 時00分まで

土・ 日・ 祝日 休 日

就業時間のお知ら せ

稲生川土地改良区 総務課 ℡ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・

※各種届出用紙は土地改良区窓口で準備し ており ますので、
印鑑等を ご持参のう え手続き を し てく ださ い。
また、 各種届出用紙は稲生川土地改良区ホームページ
から も ダウンロード でき ますので、 ご利用く ださ い。

ホームページアド レ ス h ttp ://w w w . in a o ig a w a .o r . jp
広報は PC ・ スマホから でも ご覧いただけます。

ご不明な点がございまし たら 、 お気軽にご相談く ださ い。
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http://www.inaoigawa.or.jp


月日 6月 9月

主要配水ブロ ッ ク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1～30 1～15

矢神1・ 2・ 3・ 4 0. 1 0. 1

深持幹線 2. 2 2. 1

北野・ 芋久保 0. 1 0. 1

中掫幹線 0. 2 0. 1

切田幹線 0. 8 0. 7

元村幹線 1. 8 1. 7

元村支線 0. 3 0. 2

相内堰 0. 4 0. 3

第２ 葉山堰 0. 1 0. 1

元村堰 0. 2 0. 1

西裏堰 0. 1 0. 1

東裏堰 0. 2 0. 2

稲吉・ 前谷地 0. 3 0. 2

下平堰 0. 1 0. 1

北平第１ 0. 2 0. 1

洞内堰 0. 2 0. 1

松山堰 0. 1 0. 1

立崎 0. 8 0. 7

上北中部 1. 4 1. 3

一本木沢揚水機 1. 2 1. 1

里ノ 沢・ 高清水 0. 3 0. 3

沖山幹線 0. 9 0. 8

豊ヶ 岡揚水機 ※各分水工毎に通水日が異なり ま す。 0. 9 0. 8 ※代掻期を 過ぎる と 時間運転と なり ま す。

古里 0. 1 0. 1

堀切 0. 1 0. 1

七百 0. 2 0. 2

根古橋 0. 4 0. 4

七百揚水機 0. 1 0. 1 ※代掻期を 過ぎる と 時間運転と なり ま す。

向山用水路 0. 9 0. 8

百石幹線 1. 9 1. 7

三沢幹線 1. 3 1. 2

ゴミ 流し 程度 除々に水量を 増やす ㎥/s 代掻期 ㎥/s 普通期

地域の用水調整等については地区管理委員ま で相談く ださ い。

○台風、 大雨、 ゲリ ラ 豪雨の天気予報時は減水又は断水を 事前に行う こ と があり ま す。

○天候が回復し ても 奥入瀬川の増水及び濁水が原因で、 取水が遅れる 場合があり ま す。

○濁水時はポンプ劣化の原因と なる ため、 ポンプ揚水はある 程度時間を 置いてから 運転し ま す。

○7月4日～6日は幹線草刈り のため断水。 8月16日は稲生川灯ろう 流し のため一部地域を 除き 断水。     平　 日　 8： 30～17： 00    ☎ 0176-23-5066

○中干し 時期は、 ほ場への引水状況を 勘案し それぞれの地域ご と に用水を調整し ま す。     緊急時 （ 就業時間外）   　 ☎ 0176-23-2494

○十和田湖周辺の雨量が少なく 十和田湖水位の異常低下が予想さ れる 際は、 節水と なり ま すのでご協力お願いし ま す。

○落水日は、 8月の総代会にて落水時期をお知ら せし ていま すので、 総代も し く は事務局ま でお問い合わせ下さ い。

通水、 断水情報はホームページで確認でき ま す。

　 令和８ 年　 配水計画

5月 7月 8月

1～31 1～31

お知ら せと お願い

４
～
６
日

幹
線
草
刈
り
の
た
め
断
水

16
日

稲
生
川
灯
ろ
う
流
し
の
た
め
断
水

肥料袋･育苗箱･刈草･ゴ ミ

散乱注意!!

草刈りの際は水路にフォークなどを置き、

草を流さないように心掛け、作業後は下流

の確認をお願いします。


